
                              議案第 28 号  

 

 

   立川市教育委員会職員の時差勤務制度に関する規程の一部を改正する規程に

ついて 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和６年７月 12 日  

 

 

            提出者  立川市教育委員会  

教育長 栗  原    寛  

 

 

 理由  

  学校の用務に従事する職員が利用する時差勤務における勤務時間の割り振り等

の区分等を改正するため。 
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立
川

市
教

育
委

員
会

職
員

の
時

差
勤

務
制

度
に

関
す

る
規

程
の

一
部

を
改

正
す

る
規

程
 

 

立
川

市
教

育
委

員
会

職
員

の
時

差
勤

務
制

度
に

関
す

る
規

程
（

平
成

3
0
年

立
川

市
教

委
訓

令
甲

第
１

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

次
の

表
中

、
下

線
が

引
か

れ
た

部
分

及
び

太
枠

で
囲

ま
れ

た
部

分
に

つ
い

て
は

、
改

正
前

を
改

正
後

の
よ

う
に

改
め

る
。

 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
時

差
勤

務
の

区
分

）
 

（
時

差
勤

務
の

区
分

）
 

第
３

条
 

時
差

勤
務

の
勤

務
時

間
の

割
り

振
り

等
の

区
分

は
、

別
表

第
１

の
と

お
り

と
す

る
。

た
だ

し
、

勤
務

時
間

等
規

程
別

表
に

定
め

る
学

校
の

用
務

に
従

事
す

る

職
員

（
以

下
「

学
校

用
務

職
員

」
と

い
う

。
）

が
利

用
す

る
時

差
勤

務
の

勤
務

時

間
の

割
り

振
り

等
の

区
分

は
、

別
表

第
２

の
と

お
り

と
す

る
。

 

第
３

条
 

時
差

勤
務

の
勤

務
時

間
の

割
り

振
り

等
の

区
分

は
、

別
表

の
と

お
り

と
す

る
。

 

２
 

時
差

勤
務

を
利

用
す

る
日

の
休

暇
等

は
、

年
次

有
給

休
暇

に
限

り
、

半
日

又
は

１
時

間
の

単
位

で
取

得
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
別

表
第

１

及
び

別
表

第
２

に
定

め
る

休
憩

時
間

の
指

定
は

、
で

き
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

時
差

勤
務

を
利

用
す

る
日

の
休

暇
等

は
、

年
次

有
給

休
暇

に
限

り
、

半
日

又
は

１
時

間
の

単
位

で
取

得
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
別

表
に

定

め
る

休
憩

時
間

の
指

定
は

、
で

き
な

い
も

の
と

す
る

。
 

（
利

用
）

 
（

利
用

）
 

第
６

条
 

職
員

（
学

校
用

務
職

員
を

除
く

。
）

が
時

差
勤

務
を

利
用

す
る

と
き

は
、

前
条

に
規

定
す

る
業

務
の

命
令

を
受

け
た

勤
務

日
に

お
い

て
別

表
第

１
に

定
め

る

い
ず

れ
か

の
区

分
を

選
択

し
、

１
日

の
単

位
で

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ

し
、

前
条

第
２

号
か

ら
第

５
号

ま
で

の
事

由
に

よ
る

場
合

は
、

原
則

と
し

て
勤

務

開
始

が
午

前
1
1
時

以
前

の
区

分
と

す
る

も
の

と
す

る
。

 

第
６

条
 

職
員

が
時

差
勤

務
を

利
用

す
る

と
き

は
、

前
条

に
規

定
す

る
業

務
の

命
令

を
受

け
た

勤
務

日
に

お
い

て
別

表
に

定
め

る
い

ず
れ

か
の

区
分

を
選

択
し

、
１

日

の
単

位
で

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
前

条
第

２
号

か
ら

第
５

号
ま

で

の
事

由
に

よ
る

場
合

は
、

原
則

と
し

て
勤

務
開

始
が

午
前

1
1
時

以
前

の
区

分
と

す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

学
校

用
務

職
員

が
時

差
勤

務
を

利
用

す
る

と
き

は
、

前
条

に
規

定
す

る
業

務
の

命
令

を
受

け
た

勤
務

日
に

お
い

て
別

表
第

２
に

定
め

る
い

ず
れ

か
の

区
分

を
選

択

し
、

１
日

の
単

位
で

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
前

条
第

２
号

か
ら

第

５
号

ま
で

の
事

由
に

よ
る

場
合

は
、

原
則

と
し

て
勤

務
開

始
が

午
前

1
1
時

1
5
分

以

前
の

区
分

と
す

る
も

の
と

す
る

。
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別
表

第
１

（
第

３
条

関
係

）
 

別
表

（
第

３
条

関
係

）
 

 
…

略
…

 
 

 
…

略
…

 
 

別
表

第
２

（
第

３
条

関
係

）
 

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
 

区
分

 
勤

務
時

間
 

休
憩

時
間

 

１
 

午
前

６
時

1
5
分

か

ら
午

後
２

時
4
5
分

ま
で

 

午
前

1
0
時

1
5
分

か
ら

午
前

1
1
時

ま
で

。
た

だ
し

、

所
属

長
が

指
定

す
る

別
の

連
続

し
た

4
5
分

と
す

る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

午
前

６
時

4
5
分

か

ら
午

後
３

時
1
5
分

ま
で

 

午
前

1
0
時

4
5
分

か
ら

午
前

1
1
時

3
0
分

ま
で

。
た

だ

し
、

所
属

長
が

指
定

す
る

別
の

連
続

し
た

4
5
分

と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

午
前

７
時

1
5
分

か

ら
午

後
３

時
4
5
分

ま
で

 

午
前

1
1
時

1
5
分

か
ら

午
後

零
時

ま
で

。
た

だ
し

、

所
属

長
が

指
定

す
る

別
の

連
続

し
た

4
5
分

と
す

る

こ
と

が
で

き
る

。
 

４
 

午
前

７
時

4
5
分

か

ら
午

後
４

時
1
5
分

ま
で

 

午
前

1
1
時

4
5
分

か
ら

午
後

零
時

3
0
分

ま
で

。
た

だ

し
、

所
属

長
が

指
定

す
る

別
の

連
続

し
た

4
5
分

と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

５
 

午
前

８
時

4
5
分

か

ら
午

後
５

時
1
5
分

ま
で

 

午
後

零
時

4
5
分

か
ら

午
後

１
時

3
0
分

ま
で

。
た

だ

し
、

所
属

長
が

指
定

す
る

別
の

連
続

し
た

4
5
分

と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

６
 

 

午
前

９
時

1
5
分

か

ら
午

後
５

時
4
5
分

午
後

１
時

1
5
分

か
ら

午
後

２
時

ま
で

。
た

だ
し

、

所
属

長
が

指
定

す
る

別
の

連
続

し
た

4
5
分

と
す

る
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ま
で

 
こ

と
が

で
き

る
。

 

７
 

午
前

９
時

4
5
分

か

ら
午

後
６

時
1
5
分

ま
で

 

午
後

１
時

4
5
分

か
ら

午
後

２
時

3
0
分

ま
で

。
た

だ

し
、

所
属

長
が

指
定

す
る

別
の

連
続

し
た

4
5
分

と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

８
 

午
前

1
0
時

1
5
分

か

ら
午

後
６

時
4
5
分

ま
で

 

午
後

２
時

1
5
分

か
ら

午
後

３
時

ま
で

。
た

だ
し

、

所
属

長
が

指
定

す
る

別
の

連
続

し
た

4
5
分

と
す

る

こ
と

が
で

き
る

。
 

９
 

午
前

1
0
時

4
5
分

か

ら
午

後
７

時
1
5
分

ま
で

 

午
後

２
時

4
5
分

か
ら

午
後

３
時

3
0
分

ま
で

。
た

だ

し
、

所
属

長
が

指
定

す
る

別
の

連
続

し
た

4
5
分

と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

1
0
 

午
前

1
1
時

1
5
分

か

ら
午

後
７

時
4
5
分

ま
で

 

午
後

３
時

1
5
分

か
ら

午
後

４
時

ま
で

。
た

だ
し

、

所
属

長
が

指
定

す
る

別
の

連
続

し
た

4
5
分

と
す

る

こ
と

が
で

き
る

。
 

1
1
 

午
前

1
1
時

4
5
分

か

ら
午

後
８

時
1
5
分

ま
で

 

午
後

３
時

4
5
分

か
ら

午
後

４
時

3
0
分

ま
で

。
た

だ

し
、

所
属

長
が

指
定

す
る

別
の

連
続

し
た

4
5
分

と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

1
2
 

午
後

零
時

1
5
分

か

ら
午

後
８

時
4
5
分

ま
で

 

午
後

４
時

1
5
分

か
ら

午
後

５
時

ま
で

。
た

だ
し

、

所
属

長
が

指
定

す
る

別
の

連
続

し
た

4
5
分

と
す

る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

附
 

則
 

こ
の

規
程

は
、

令
和

６
年

７
月

1
2
日

か
ら

施
行

す
る

。
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